
一般仕様書に記載のとおり必要です。

換気ファンは、建築設備としての設計が必要でしょうか。
プラント機械と一括でよろしいでしょうか。
（特記、数量、設計書の取りまとめ確認）

質疑事項No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp

回　　　　答

一般仕様書６ページ（４）の（ニ）に「工事設計書（金入り）」と記載
がありますが、本業務についても金入りの工事設計書の作成が

必要になりますでしょうか。

工事発注はプラント機械一括となりますが、建築機械設備として設計してく
ださい。

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 平成29年度庄内下水処理場消毒設備実施設計業務委託 


